
第３９８回常任会議員会議議事録

１. 日時

平成２５年１０月２８日 １３時３０分

２. 場所

佐賀市｢グランデはがくれ｣

３. 議案

(１)農地法第４条の規定による諮問について

(２)農地法第５条の規定による諮問について

４. 出席者

○ 常任会議員

坂井  夫 田中 久男 前間 源吾 貝原 敏正 中川 惠次

古舘 義純 山口 友三郎 佐佐木幸夫 江頭 義太 谷口 司郎

田中 育夫 野口 好啓 古川 繁樹 岡口 重文 船津 和正

（ 計１５人 ）

○ 県農山漁村課

祖川 副課長 髙島 係長 坂口 主査 山口 副主査 吉牟田 主事

○ 佐賀市農業委員会

古賀 係長 田島 主事 鶴 主事

○ 事務局

實松 局長 武藤 課長 椛島 主事

５. 議長

船津 和正

６. 議事録署名者

前間 源吾 古舘 義純
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議 事 内 容

事 務 局 長 皆様、午前中の現地調査はお疲れ様でした。

時間になりましたので、第３９８回常任会議員会議を開会いた

します。

開会に当たりまして、船津会長よりご挨拶を申し上げます。

会 長 第３９８回常任会議員会議の開催に当たり、一言、ご挨拶申し

上げます。

今月１５日から始まった臨時国会では、「農地中間管理機構」

の設置に関連する法律案等が出される予定でありますが、未だ全

容は見えていません。しかし、本日、全国農業会議所が機構に関

する説明会を開催していますので、様々な機会を捉え、随時情報

をお繋ぎしたいと思います。

ところで、本日の常任会議員会議での農地転用の諮問案件は、

農地法４条・３０件、うち２,０００㎡以上は５件。５条・６４

件うち２,０００㎡以上は８件、計９４件となっています。

どうか慎重にご審議いただき、ご決定いただきますようお願い

します。

事 務 局 長 ありがとうございました。

それでは、常任会議員会議に入りたいと思います。

本日の「第３９８回常任会議員会議」につきましては、常任会

議員の総数１８名に対し１５名の出席をいただいており、過半数

に達していますので、本会議は成立していることを報告いたしま

す。

また、農業会議会則第４１条の２の第３項の規程に基づき、議

長を船津会長にお願いします

議 長 それでは、只今から議事に入ります。

本日の議事録署名者として、○○の○○会議員と○○の○○会議

員にお願いいたします。

続きまして、農地法の規定による諮問に入ります。

農地法第４条の規定による諮問及び第５条の規定による諮問に

ついて、一括上程します。

諮問の内容について、県農山漁村課農地調整担当及び佐賀市農

業委員会から、説明をお願いします。

県農山漁村課 （１０月分の農地法諮問調書集計表により、転用用途別件数面積
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及び転用田畑別面積について内容説明。）

県の諮問調書の説明に移ります。農地法第４条関係は２８件の

うち、２,０００㎡以上は５件。第５条関係は５６件のうち、２,

０００㎡以上は６件。合計で８４件の諮問をお願いしています。

２,０００㎡以上の案件を説明します。

農地法第４条関係の○○農業委員会経由・○○○○申請、○○

農業委員会経由・○○○○申請、○○農業委員会経由・○○○○

申請、○○農業委員会経由・○○○○申請・○○○○申請の○○

への転用において、申請地は中山間地に存在する農業公共投資の

対象となっていない生産性の低い小集団の農地であることから第

２種農地と判断され、周辺の他の土地へ立地することが困難であ

る場合は許可し得ることから、許可相当と判断されます。

農地法第５条関係の○○農業委員会経由、○○○○申請の○○

用地への転用において、申請地は都市計画法第８条第１項第１号

に規定する用途地域にある農地であり、第３種農地と判断される

ことから許可相当と判断されます。

農地法第５条関係の○○農業委員会経由、○○○○申請の○○

用地への転用において、申請地は中山間地に存在する農業公共投

資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地であることか

ら第２種農地と判断され、周辺の他の土地へ立地することが困難

である場合は許可し得ることから、許可相当と判断されます。

農地法第５条関係の○○農業委員会経由、○○○○申請の○○

用地への転用において、申請地は都市計画法第８条第１項第１号

に規定する用途地域にある農地であり、第３種農地と判断される

ことから許可相当と判断されます。

農地法第５条関係の○○農業委員会経由、○○○○申請の○○

用地への転用において、申請地は都市計画法第８条第１項第１号

に規定する用途地域にある農地であり、第３種農地と判断される

ことから許可相当と判断されます。

農地法第５条関係の○○農業委員会経由、○○○○申請の○○

用地への転用において、申請地は特定土地改良事業の施工に係る

農地であることから第１種農地及び中山間地に存在する農業公共

投資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地であること

から第２種農地と判断され、農業従事者の良好な生活環境を確保

するための施設であり、周辺の他の土地へ立地することが困難で

ある場合は許可し得ることから、許可相当と判断されます。

農地法第５条関係の○○農業委員会経由、○○○○申請の○○

用地への転用において、申請地は市町村が定める農業振興地域整

備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められ

た土地の区域内にある農地であることから農用地区域内農地と判
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断され、用途区分の変更である場合は許可し得ることから、許可

相当と判断されます。

また、追加資料をお配りしました、２,０００㎡未満の案件に

ついて説明いたします。農地法第５条関係の○○農業委員会経由、

○○○○申請の○○用地への転用において、地域生産組合長等の

同意書が取れなかったため、○○農業委員会での審議では不許可

の意見を添えて今回進達されています。しかし、周辺農地への影

響等を鑑みても許可妥当と判断されますので、諮問いたしました。

他の２,０００㎡未満の案件も併せて審議のほど、よろしくお願

いします。

佐賀市農業委員会 佐賀市の諮問調書の説明に移ります。

農地法第４条関係は２件、そのうち２,０００㎡以上は今回あ

りません。第５条関係は８件、そのうち２,０００㎡以上は２件。

合計で１０件の諮問をお願いしています。

２,０００㎡以上の案件を説明します。

農地法第５条関係の○○○○申請の○○用地への転用について

ですが、申請地は住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公

共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域にある農地であ

り第３種農地と判断されることから許可相当と判断されます。

農地法第５条関係の○○○○申請の○○用地への転用について

ですが、申請地は中山間地に存在する農業公共投資の対象となっ

ていない生産性の低い小集団の農地であることから第２種農地と

判断され、周辺の他の土地へ立地することが困難である場合は許

可し得ることから、許可相当と判断されます。

２,０００㎡未満の申請も併せて審議のほど、よろしくお願い

します。

議 長 第４条関係３０件、第５条関係６４件の諮問のうち２,０００

㎡以上の案件について説明がありました。

ここで、２,０００㎡以上の１３案件について、案件ごとに審

議を行いたいと思います。

議 長 はじめに、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○への転用については、異議ないものと認め、諮問のと
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おり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○への転用については、異議ないものと認め、諮問のと

おり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○への転用については、異議ないものと認め、諮問のと

おり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○への転用については、異議ないものと認め、諮問のと

おり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第４条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○への転用については、異議ないものと認め、諮問のと

おり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○用地への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。



- 5 -

○ ○ 会 議 員 確認です。転用地価格が○○,○○○千円と他価格と比べて高

いようですが、間違いないでしょうか。

県農山漁村課 間違いないです。

議 長 他にご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○用地への転用については、異議ないものと認め、諮問

のとおり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○用地への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○用地への転用については、異議ないものと認め、諮問

のとおり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○用地への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○用地への転用については、異議ないものと認め、諮問

のとおり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○用地への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○用地への転用については、異議ないものと認め、諮問

のとおり許可を相当として知事に答申いたします。
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議 長 次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○用地への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○用地への転用については、異議ないものと認め、諮問

のとおり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○用地への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○用地への転用については、異議ないものと認め、諮問

のとおり許可を相当として知事に答申いたします。

議 長 次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○用地への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○用地への転用については、異議ないものと認め、諮問

のとおり許可を相当として佐賀市農業委員会会長に答申いたしま

す。

議 長 次に、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○申請

の○○用地への転用について、ご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、農地法第５条関係、○○農業委員会経由、○○○○

申請の○○用地への転用については、異議ないものと認め、諮問

のとおり許可を相当として佐賀市農業委員会会長に答申いたしま

す。

議 長 最後に、２,０００㎡未満の案件については、一括してご意見
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等をお伺いいたします。

ご意見・ご質問等ないでしょうか。

○ ○ 会 議 員 資料が追加された○○農業委員会経由の○○用地への転用につ

いては、同意書がないため委員会で不許可となったとのことです

が、同意書を取るよう何かしらの法律で決められているのですか。

県農山漁村課 同意書については法定化されていませんが、トラブル防止のた

め、市町で慣例的に同意書を取っているようです。

○ ○ 会 議 員 今回の案件は、感情的な揉め事により地域の同意書が取れませ

(○○農業委員会会長) んでしたが、現地を視察した農業委員は転用しても周囲に影響は

ないと判断しています。しかし、地元の同意書が取れないという

ことから農業委員会としては否決という意見のもと、県に進達し

ています。

県農山漁村課 農地法では、市町農業委員会は申請があった日から４０日以内

に県に進達しなければならないとなっており、農業委員会で審議

された結果、不許可の意見を付して県に進達されました。しかし、

周囲の状況や周辺農地への影響を鑑みても許可相当である案件で

あると判断されます。

○ ○ 会 議 員 転用許可相当かは個々の案件の状況等で判断すべきであり、今

回は周辺農業へ影響がないならば許可すべきではないでしょう

か。

議 長 他にご意見･ご質問等ないでしょうか。

会 議 員 一 同 （意見・質問・異議なし）

議 長 それでは、先ほどご決定いただきました２,０００㎡以上の案

件と２,０００㎡未満の案件と合わせ、本日諮問された農地法第

４条関係２８件及び第５条関係５６件、合わせて８４件について

は知事に、農地法第４条関係２件及び第５条関係８件、合わせて

１０件については佐賀市農業委員会会長に、許可を相当として答

申いたします。

以上をもって、議事を終了いたします。

＜ 議 事 終 了＞
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事 務 局 長 ありがとうございます。

それでは、報告事項について、事務局よりご報告します。

事 務 局 （それぞれ説明）

事 務 局 長 皆様方からご意見やご質問等ないでしょうか。

常 任 会 議 員 （意見・質問等）

事 務 局 長 ご意見等ないようでしたら、以上をもちまして、常任会議員会

議を終了いたします。

１５時００分


